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労
働
法
と
そ
の
周
辺
（
三
）

小

嶌

典

明

四

日
歩
四
銭
の
世
界

若
者
に
は
通
じ
な
く
な
っ
た
日
歩

一
〇
万
円
を
三
〇
日
間
借
り
て
も
、
返
す
と
き
の
利
子
は
ワ
ン
コ
イ
ン
（
五
〇
〇
円
硬
貨
）
三
枚
。
街
頭
で
は
一
頃
、
こ
の
よ
う
な

消
費
者
金
融
の
広
告
を
み
か
け
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
広
告
か
ら
「
と
い
う
こ
と
は
日
歩
五
銭
だ
な
」
と
頭
の

な
か
で
計
算
で
き
る
若
者
は
、
現
在
の
日
本
に
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

学
生
の
多
く
は
、
そ
も
そ
も
日
歩
（
ひ
ぶ
）
と
い
う
言
葉
さ
え
耳
に
し
た
こ
と
が
な
い
。
日
歩
が
元
金
一
〇
〇
円
に
対
す
る
一
日
分

の
利
息
を
意
味
す
る
こ
と
を
知
ら
な
く
て
も
、
何
一
つ
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
利
率
等
の
表
示
の
年
利
建
て
移
行
に
関
す
る
法
律
」（
昭
和
四
五
年
四
月
一
日
法
律
第
一
三
号
、
以
下
「
年
利
建
て
移
行
法
」
と
も

い
う
）。
こ
の
法
律
が
公
布
日
を
も
っ
て
即
日
施
行
さ
れ
た
と
き
以
降
、
日
歩
を
示
す
「
百
円
に
つ
き
一
日
○
銭
」
等
の
表
現
は
、
法
令

か
ら
そ
の
姿
を
消
し
た
。
今
か
ら
四
〇
年
前
、
大
阪
で
万
国
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
年
の
こ
と
で
あ
る
。

当
時
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
金
利
の
表
示
に
つ
き
「
主
と
し
て
日
歩
建
て
と
年
利
建
て
と
の
二
つ
が
併
用
さ
れ
て
お
り
、
表
示
方

法
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
状
況
」
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
「
国
際
慣
行
に
合
っ
た
金
利
表
示
方
式
」
で
あ
る
年
利
建
て
に
一
本
化
す
る
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こ
と
に
、
も
と
よ
り
反
対
な
ど
な
か
っ
た
。「
尺
貫
法
が
メ
ー
ト
ル
法
に
な
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
」、
国
際
化
の
流
れ
の
な
か
で
は
、
そ

れ
は
当
然
の
帰
結
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
年
利
建
て
移
行
法
の
場
合
、「
前
各
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
律
の
規
定
（
略
）
に
定
め
る
延
滞
税
、
利
子
税
、
還
付

加
算
金
、
延
滞
金
、
加
算
金
、
過
怠
金
、
違
約
金
、
割
増
金
、
納
付
金
及
び
延
滞
利
息
そ
の
他
政
令
で
指
定
す
る
こ
れ
ら
に
類
す
る
も

の
の
額
の
計
算
に
つ
き
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
そ
の
他
法
令
の
規
定
に
定
め
る
年
当
た
り
の
割
合
は
、
閏
年
の
日
を
含
む
期
間
に
つ
い

て
も
、
三
百
六
十
五
日
当
た
り
の
割
合
と
す
る
」
と
定
め
た
同
法
二
五
条
の
規
定
を
除
け
ば
、
そ
の
す
べ
て
が
現
行
法
の
一
部
改
正
規

定
か
ら
な
る
と
い
う
法
律
の
性
格
も
手
伝
っ
て
、
こ
れ
が
六
法
全
書
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
か
、
同
法
が
施
行
さ
れ
た
後
も
し
ば
ら
く
の
間
は
、「
日
歩
」
と
い
う
言
葉
が
法
学
部
等
の
授
業
で
も
、
ご
く
自

然
に
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。

年
利
建
て
移
行
法
九
条
に
よ
り
、
刑
事
罰
の
対
象
と
な
る
高
利
を
示
す
「
百
円
に
つ
き
一
日
三
十
銭
」
が
「
年
百
九
・
五
パ
ー
セ
ン

ト
（
二
月
二
十
九
日
を
含
む
一
年
に
つ
い
て
は
年
百
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
、
一
日
当
た
り
に
つ
い
て
は
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
す

る
。）」
と
改
め
ら
れ
た
、
出
資
法
（
出
資
の
受
入
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
等
に
関
す
る
法
律
）
五
条
一
項
の
改
正
に
し
て
も
、

規
定
内
容
が
か
え
っ
て
複
雜
に
な
っ
た
と
の
印
象
し
か
残
っ
て
い
な
い
。

ち
な
み
に
、
一
年
で
借
金
が
倍
増
す
る
と
い
う
の
は
と
も
か
く
、
預
金
で
あ
れ
借
金
で
あ
れ
、
数
年
も
経
て
ば
倍
に
な
る
と
い
う
の

が
、
イ
ン
フ
レ
を
基
調
と
す
る
当
時
の
相
場
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
も
、
時
代
は
大
き
く
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

日
歩
と
年
利
の
関
係

─
原
則
と
例
外

年
利
建
て
移
行
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
、
法
律
に
規
定
す
る
日
歩
に
は
厘
単
位
の
も
の
ま
で
あ
っ
た
が
、
条
文
の
数
で
は
、
日
歩
を

（
１
）

（
２
）（

３
）

（
４
）
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一
日
当
た
り
の
利
率
（
日
利
）
が
〇
・
〇
二
パ
ー
セ
ン
ト
ま
た
は
〇
・
〇
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
二
銭
ま
た
は
四
銭
と
定
め
る
も
の
が

他
を
圧
倒
し
て
い
た
。

し
か
し
、
同
法
の
制
定
に
伴
っ
て
、
日
歩
に
相
当
す
る
日
利
に
三
六
五
を
乗
じ
た
数
値
が
そ
の
ま
ま
一
年
当
た
り
の
利
率
（
年
利
）

と
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
国
会
に
お
け
る
近
藤
大
蔵
省
銀
行
局
長
に
よ
る
以
下
の
説
明
に
も
あ
る
よ
う
に
、
年
利

を
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
整
数
倍
と
す
る
こ
と
が
、
一
方
で
は
原
則
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

○
説
明
員
（
近
藤
道
生
君
）
…
…
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
利
率
等
の
表
示
の
年
利
建
て
移
行
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

提
案
理
由
を
補
足
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
は
、
利
率
等
の
水
準
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
法
律
案
に
お
き
ま
し
て
は
、
利
率
等
の
表
示
を
日
歩
建
て
か
ら
年
利
建
て

に
改
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
利
率
等
の
水
準
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
行
秩
序
を
尊
重
す
る
と
い
う
考
え
方

に
立
ち
、
改
正
前
の
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
、
改
正
後
の
年
利
建
て
の
利
率
等
は
、
原
則
と
し
て

〇
・
二
五
％
の
整
数
倍
の
数
値
に
定
め
て
お
り
ま
す
の
で
、
改
正
前
の
日
歩
建
て
の
利
率
等
を
そ
の
ま
ま
年
利
に
換
算
い
た
し
ま
し
た

数
値
と
は
、
端
数
部
分
に
お
い
て
一
致
し
な
い
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
そ
の
利
率
等
が
延
滞
金
等
国
民
に
負
担
を

課
す
る
も
の
に
か
か
わ
る
と
き
は
端
数
を
切
り
捨
て
、
逆
に
、
国
民
に
支
払
う
金
利
に
か
か
わ
る
と
き
は
端
数
を
切
り
上
げ
る
と
い
う

原
則
に
よ
っ
て
調
整
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
は
、
た
だ
い
ま
申
し
述
べ
た
点
と
関
連
い
た
し
ま
す
が
、
改
正
後
の
年
利
建
て
の
利
率
等
の
刻
み
の
例
外
に
つ
い
て
で
あ
り
ま

す
。
新
た
に
定
め
る
年
利
建
て
の
利
率
等
は
〇
・
二
五
％
の
整
数
倍
と
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
税
関
係
、

社
会
保
険
関
係
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
の
原
則
に
よ
ら
ず
、
た
と
え
ば
、
七
・
三
％
で
あ
る
と
か
、
十
四
・
六
％
で
あ
る
と
か
の
き
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め
方
を
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
関
係
の
延
滞
税
、
延
滞
金
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
納
税
者
な
ど
一
般
国
民
が
、
み
ず
か

ら
そ
の
額
を
計
算
し
て
納
付
す
る
と
い
う
建
前
に
な
っ
て
お
り
、
か
つ
、
延
滞
等
の
発
生
件
数
も
、
た
と
え
ば
、
国
税
の
場
合
年
間
約

五
百
万
件
、
地
方
税
の
場
合
年
間
約
三
千
万
件
、
健
康
保
険
関
係
等
の
場
合
年
間
約
二
百
九
十
万
件
と
、
き
わ
め
て
多
数
に
上
る
点
等

を
考
慮
し
、
年
利
建
て
移
行
に
伴
っ
て
混
乱
を
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
改
正
前
の
日
歩
建
て
の
利
率
等
を
そ
の
ま
ま
三
百
六
十
五

倍
し
た
数
値
を
パ
ー
セ
ン
ト
建
て
で
表
示
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。（
以
下
、
略
）

（
第
六
三
回
国
会
参
議
院
大
蔵
委
員
会
議
録
第
四
号
［
昭
和
四
五
年
三
月
三
日
］
に
よ
る
）

年
利
建
て
移
行
法
が
改
正
の
対
象
と
し
た
法
律
は
「
国
税
通
則
法
、
地
方
税
法
、
土
地
収
用
法
、
道
路
法
、
農
地
法
等
五
十
八
法
律

で
あ
り
、
改
正
す
る
条
項
は
百
六
十
四
カ
所
」
を
数
え
た
と
い
う
が
、
法
律
の
数
で
は
、
右
の
原
則
に
従
っ
た
も
の
が
三
三
、
例
外
に

よ
っ
た
も
の
が
二
五
と
、
双
方
の
間
に
さ
ほ
ど
大
き
な
開
き
は
な
か
っ
た
。

た
だ
、
そ
の
結
果
、
日
歩
二
銭
に
つ
い
て
は
、
た
ま
た
ま
そ
の
す
べ
て
が
右
の
例
外
に
従
い
、
年
利
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
へ
と
移
行

し
た
も
の
の
、
日
歩
四
銭
に
つ
い
て
は
、
法
律
数
で
み
る
か
ぎ
り
、
原
則
ど
お
り
年
利
一
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
へ
と
移
行
し
た
も
の
が

二
七
、
一
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
へ
と
移
行
し
た
も
の
が
一
八
と
、
構
成
比
で
は
そ
の
差
が
さ
ら
に
拡
大
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

×

た
し
か
に
、
日
歩
四
銭
が
年
利
一
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
こ
と
（
○
・
〇
四

三
六
五
＝
一
四
・
六
）
を
覚
え
て
お
く
と
、

便
利
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
現
在
な
お
、
表
１
に
み
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
税
法
や
社
会

保
険
立
法
の
領
域
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
５
）

（
６
）

論 説

（阪大法学）６０（４-38）756〔２０１０．１１〕



労働法とその周辺（三）

（阪大法学）６０（４-39）757〔２０１０．１１〕

表
１

日
歩
四
銭
に
相
当
す
る
年
利

―
法
令
の
現
状
（
平
成
二
二
年
九
月
一
日
現
在
、
公
布
順
）

一
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
法
令

１

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律

２

金
融
商
品
取
引
法

３

公
認
会
計
士
法

４

土
地
改
良
法

５

電
波
法

６

港
湾
法

７

商
品
取
引
所
法

８

鉱
業
法

９

石
油
及
び
可
燃
性
天
然
ガ
ス
資
源
開
発
法

道
路
法

１０

外
航
船
舶
建
造
融
資
利
子
補
給
臨
時
措
置
法

１１

自
衛
隊
法
施
行
令

１２

海
岸
法

１３

特
定
多
目
的
ダ
ム
法

１４

公
衆
衛
生
修
学
資
金
貸
与
法

１５

自
然
公
園
法

１６

地
す
べ
り
等
防
止
法

１７

道
路
交
通
法

１８

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

１９

矯
正
医
官
修
学
資
金
貸
与
法

２０

河
川
法

２１

都
市
計
画
法

２２
・

都
市
再
開
発
法
／
同
法
施
行
令

２３

２４

一
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
法
令

１

健
康
保
険
法

２

船
員
保
険
法

３

消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
規
則

４

建
設
業
法
施
行
規
則

５

地
方
税
法

６

国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

７

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法

８

関
税
法

９

厚
生
年
金
保
険
法

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
責
任
共
済
等
に
関
す
る
法
律
施
行

１０
令・

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
／
同
法
施
行
令

１１

１２国
民
年
金
法

１３
・

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
／
同
法
施
行
規
則

１４

１５社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法

１６

児
童
扶
養
手
当
法

１７
・

国
税
通
則
法
／
同
法
施
行
規
則

１８

１９
・

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
／
同
法
施
行
令

２０

２１小
規
模
企
業
共
済
法

２２

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律

２３
・

賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
／
同
法
施
行
令

２４

２５中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
法

２６

政
党
助
成
法

２７
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清
酒
製
造
業
等
の
安
定
に
関
す
る
特
別
措
置
法

２５

公
害
防
止
事
業
費
事
業
者
負
担
法

２６

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

２７

預
金
保
険
法

２８

自
然
環
境
保
全
法

２９

金
属
鉱
業
等
鉱
害
対
策
特
別
措
置
法

３０

農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法

３１

公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律

３２

国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置
法

３３

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法

３４

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

３５

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律

３６
・

水
道
原
水
水
質
保
全
事
業
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
法
律
／

３７

３８
同
法
施
行
令

保
険
業
法

３９
・

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る

４０

４１
法
律
／
同
法
施
行
令

介
護
保
険
法

４２

ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法

４３

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律

４４

社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律

４５

銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律

４６

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法

４７

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法

４８

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る

４９
法
律

消
費
者
契
約
法

２８

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法

２９

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律

３０

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律

３１



日
歩
四
銭
に
決
ま
る
ま
で
の
経
緯

年
利
建
て
移
行
法
の
制
定
に
よ
り
、
従
来
の
日
歩
建
て
が
年
利
建
て
に
改
め
ら
れ
た
法
律
の
一
つ
に
「
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収

等
に
関
す
る
法
律
」（
昭
和
四
四
年
一
二
月
九
日
法
律
第
八
四
号
、
以
下
「
労
働
保
険
徴
収
法
」
と
い
う
）
が
あ
る
。

年
利
建
て
移
行
法
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
昭
和
四
五
年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
労
働
保
険
徴
収
法
に
つ
い
て
は
、

同
法
の
制
定
と
一
体
の
も
の
と
し
て
行
わ
れ
た
、
失
業
保
険
法
（
昭
和
二
二
年
一
二
月
一
日
法
律
第
一
四
六
号
）
お
よ
び
労
働
者
災
害

補
償
保
険
法
（
昭
和
二
二
年
四
月
七
日
法
律
第
五
〇
号
）
の
適
用
範
囲
の
拡
大
に
合
わ
せ
て
、
そ
の
施
行
日
が
二
年
後
の
昭
和
四
七
年

四
月
一
日
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
以
後
、
後
述
す
る
平
成
二
一
年
の
法
改
正
（
同
年
五
月
一
日
法
律
第
三
六
号
）
に
至
る
ま
で
、
労
働

保
険
徴
収
法
二
七
条
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
こ
と
に
な
る
。

（
延
滞
金
）

第
二
十
七
条

政
府
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
保
険
料
の
納
付
を
督
促
し
た
と
き
は
、
労
働
保
険
料
の
額
に
つ
き
年
十

四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
、
納
期
限
の
翌
日
か
ら
そ
の
完
納
又
は
財
産
差
押
え
の
日
の
前
日
ま
で
の
日
数
に
よ
り
計
算
し
た
延

滞
金
を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
労
働
保
険
料
の
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
延
滞
金
を
徴
収
し
な
い
。

２

以
下
、
略

（
７
）
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排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
の
保
全
及
び
利
用
の
促
進
の
た
め

５０
の
低
潮
線
の
保
全
及
び
拠
点
施
設
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律



と
は
い
え
、
こ
の
労
働
保
険
料
を
滞
納
し
た
場
合
に
か
か
る
延
滞
利
息
に
し
て
も
、
最
初
か
ら
年
一
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る

日
歩
四
銭
と
、
そ
の
割
合
が
固
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

な
る
ほ
ど
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
三
二
条
お
よ
び
失
業
保
険
法
三
六
条
に
延
滞
金
に
関
す
る
定
め
が
置
か
れ
た
当
初
は
、
日
歩

四
銭
と
し
て
出
発
し
た
も
の
の
、
そ
れ
が
い
っ
た
ん
日
歩
二
〇
銭
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
後
、
再
び
日
歩
八
銭
、
六
銭
と
順
次
引
き
下
げ

ら
れ
、
最
終
的
に
は
日
歩
四
銭
に
落
ち
着
く
（
表
２
を
参
照
）。
そ
う
し
た
経
緯
を
実
際
に
は
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
二
〇
年
代
前
半
は
、
賃
金
も
物
価
も
猛
烈
に
上
が
っ
た
時
代
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
手
許
に
あ
る
週
刊
朝
日

編
『
戦
後
値
段
史
年
表
』（
朝
日
文
庫
、
平
成
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
銀
行
の
初
任
給
も
昭
和
二
三
年
に
は
五
〇
〇
円
で
あ
っ
た
も
の
が
翌

二
四
年
に
は
そ
の
六
倍
に
相
当
す
る
三
〇
〇
〇
円
に
ま
で
跳
ね
上
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
、
初
任
給
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
上

昇
を
続
け
た
の
で
あ
り
、
大
卒
の
場
合
、
昭
和
三
七
年
の
初
任
給
は
、
さ
ら
に
そ
の
六
倍
を
上
回
る
一
九
〇
〇
〇
円
に
ま
で
達
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
延
滞
利
息
の
変
動
が
こ
う
し
た
賃
金
や
物
価
の
上
昇
と
連
動
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。

（
８
）
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表
２

労
働
保
険
料
を
滞
納
し
た
場
合
に
お
け
る
延
滞
利
息
の
推
移

延
滞
利
息

日
歩

四
銭

日
歩
二
〇
銭

日
歩

八
銭

日
歩

六
銭

日
歩

四
銭

適

用

期

間

昭
和
二
二
年

九
月
一
日

～

昭
和
二
四
年
五
月
三
一
日
（
労
災
保
険
）

昭
和
二
二
年
一
一
月
一
日

～

昭
和
二
四
年
五
月
三
一
日
（
失
業
保
険
）

昭
和
二
四
年

六
月
一
日

～

昭
和
二
五
年
三
月
三
一
日

昭
和
二
五
年

四
月
一
日

～

昭
和
三
〇
年
六
月
三
〇
日

昭
和
三
〇
年

七
月
一
日

～

昭
和
三
七
年
三
月
三
一
日

昭
和
三
七
年

四
月
一
日

～

現
在
（
昭
和
四
五
年
四
月
一
日
以
降
、
年
利
建
て
表
示
）

一
年

九
か
月

一
年

七
か
月

一
〇
か
月

五
年

三
か
月

六
年

九
か
月

─



ま
た
、
同
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
間
に
お
け
る
定
期
預
金
（
六
か
月
定
期
）
の
利
率
は
、
概
ね
年
四
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
五
パ
ー
セ
ン
ト

の
範
囲
で
安
定
的
に
推
移
し
て
お
り
、
延
滞
利
息
が
金
利
と
と
も
に
変
動
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
同
様
に
妥
当
性
を
欠
く
。

た
だ
、
日
歩
二
〇
銭
が
延
滞
利
息
の
割
合
と
さ
れ
て
い
た
期
間
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
一
〇
か
月
と
短
く
、
こ
の
期
間
を
除
け
ば
、

そ
の
変
動
幅
は
二
倍
以
内
の
範
囲
に
収
ま
る
こ
と
に
な
る
。

以
下
に
み
る
参
議
院
緑
風
会
所
属
の
田
村
議
員
の
質
問
に
対
す
る
当
時
の
池
邊
労
働
省
労
災
補
償
課
長
の
答
弁
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
延
滞
利
息
を
一
挙
に
五
倍
に
引
き
上
げ
る
理
由
は
「
他
の
社
会
保
険
制
度
に
倣
う
」
と
い
う
以
外
に
は
な
く
、
年
利
七
三
％
に
も

な
る
日
歩
二
〇
銭
を
延
滞
利
息
と
し
て
強
制
す
る
こ
と
に
は
、
そ
も
そ
も
無
理
が
あ
っ
た
。
こ
う
も
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

○
田
村
文
吉
君

…
…
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

─
注
）
三
十
二
條
の
場
合
、
旧
法
に
よ
れ
ば
一
日
四
銭
、
金
利
も
上
つ
た
と
お

つ
し
や
る
が
金
利
は
五
倍
に
な
つ
て
お
り
ま
せ
ん
よ
。
ど
う
も
途
方
も
な
い
金
を
た
だ
大
藏
省
が
お
決
め
に
な
つ
た
か
ら
取
る
と
い
う
、

大
藏
省
自
体
も
私
共
改
め
て
や
ろ
う
と
思
つ
て
今
話
を
し
て
お
る
最
中
で
す
。
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
政
府
は
こ
の
高
い
金
利
を
お
出

し
に
な
る
の
か
知
れ
ま
せ
ん
が
、
日
歩
二
十
銭
取
る
と
い
う
こ
と
は
幾
ら
罰
則
的
な
も
の
で
も
程
度
が
あ
る
。
こ
う
い
う
考
え
だ
が
、

た
だ
大
藏
省
が
言
つ
て
準
則
だ
か
ら
や
ろ
う
じ
や
な
い
か
と
、
今
ま
で
日
歩
四
銭
の
も
の
を
二
十
銭
に
上
げ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ

と
は
甚
だ
穏
健
を
欠
い
た
い
わ
ば
考
え
方
が
甚
だ
イ
ン
フ
レ
で
あ
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
点
を
も
う
少
し
穿
鑿
し
て
な
さ
る
べ
き
じ
や

な
い
か
と
こ
う
思
う
の
で
す
が
。

○
政
府
委
員
（
池
邊
道
隆
君
）

こ
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
從
來
の
労
災
保
險
は
、
他
の
社
会
保
險
に
比
べ
ま
し
て
最
も
低
い
。
百
円
に

つ
い
て
一
日
四
銭
と
い
う
割
合
で
あ
つ
た
の
で
す
が
、
す
で
に
健
康
保
險
と
か
、
他
の
厚
生
年
金
保
險
に
お
き
ま
し
て
は
日
歩
二
十
銭

と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
今
日
そ
う
い
う
よ
う
な
他
の
社
会
保
險
制
度
に
倣
う
と
い
う
意
味
で
、
百
円
に
つ
き

（
９
）
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一
日
に
二
十
銭
と
い
た
し
た
よ
う
な
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
余
り
［
に
も
］
低
く
か
つ
た
と
言
つ
た
よ
う
な
実
情
だ
つ
た

ん
で
す
。

（
第
五
回
国
会
参
議
院
労
働
委
員
会
議
録
第
一
〇
号
［
昭
和
二
四
年
五
月
九
日
］
に
よ
る
）

な
お
、
労
働
保
険
料
を
滞
納
し
た
場
合
に
お
け
る
延
滞
利
息
に
つ
い
て
は
、「
社
会
保
険
の
保
険
料
等
に
係
る
延
滞
金
を
軽
減
す
る

た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
平
成
二
一
年
五
月
一
日
法
律
第
三
六
号
）
の
制
定
に
よ
り
、
平
成
二
二
年
一

月
一
日
以
降
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
労
働
保
険
徴
収
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

（
延
滞
金
）

第
二
十
七
条

政
府
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
保
険
料
の
納
付
を
督
促
し
た
と
き
は
、
労
働
保
険
料
の
額
に
、
納
期
限
の

翌
日
か
ら
そ
の
完
納
又
は
財
産
差
押
え
の
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
（
当
該
納
期
限
の
翌

日
か
ら
二
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
延
滞
金
を
徴
収
す

る
。
た
だ
し
、
労
働
保
険
料
の
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
延
滞
金
を
徴
収
し
な
い
。

２

以
下
、
略

附
則

（
延
滞
金
の
割
合
の
特
例
）

第
十
二
条

第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
当
分
の
間
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
各
年
の
特
例
基
準
割
合
（
各
年
の
前
年
の
十
一
月
三
十
日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
九

論 説
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号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割

合
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
が
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
、

当
該
特
例
基
準
割
合
（
当
該
特
例
基
準
割
合
に
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。）
と
す

る
。

同
法
の
目
的
は
、「
現
下
の
厳
し
い
経
済
社
会
情
勢
に
か
ん
が
み
、
社
会
保
険
の
保
険
料
等
の
納
付
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
事
業
主

等
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
に
資
す
る
た
め
、
社
会
保
険
の
保
険
料
等
に
係
る
延
滞
金
の
割
合
を
納
期
限
又
は
納
付
期
限
か
ら
一
定
期
間

軽
減
す
る
措
置
を
講
ず
る
」
こ
と
に
あ
り
、
具
体
的
に
は
「
年
一
四
・
六
％
の
割
合
で
徴
収
し
て
い
る
社
会
保
険
の
保
険
料
等
に
係
る

延
滞
金
の
う
ち
、
広
く
事
業
主
が
負
担
・
納
付
義
務
を
負
っ
て
い
る
厚
生
年
金
保
険
料
、
健
康
保
険
料
、
児
童
手
当
拠
出
金
等
に
係
る

延
滞
金
に
つ
い
て
は
納
付
期
限
の
翌
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
労
働
保
険
料
等
に
係
る
延
滞
金
に
つ
い
て
は
納
付
期
限

の
翌
日
か
ら
二
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
年
七
・
三
％
に
軽
減
す
る
」
こ
と
に
併
せ
、「
当
分
の
間
、
日
本
銀
行
が
定
め

る
基
準
割
引
率
に
年
四
％
を
加
算
し
た
割
合
が
年
七
・
三
％
に
満
た
な
い
場
合
は
、
そ
の
割
合
と
す
る
こ
と
」
を
内
容
と
し
て
い
た
。

同
法
の
場
合
、
当
初
、
議
員
立
法
と
し
て
提
出
さ
れ
た
法
案
（
第
一
七
一
回
国
会
衆
法
第
一
一
号
）
が
、
各
会
派
間
に
お
け
る
協
議

の
結
果
、
意
見
の
一
致
を
み
た
た
め
、
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
に
よ
り
改
め
て
同
一
名
称
の
法
案
（
本
則
に
つ
い
て
は
、
当
初
案
と

内
容
も
同
じ
）
と
し
て
国
会
に
提
出
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
、
実
質
的
な
審
議
が
国
会
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

た
だ
、
当
初
案
の
撤
回
に
先
立
っ
て
開
催
さ
れ
た
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
で
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
以
下
に
み
る
よ
う
に
若
干

の
質
疑
が
交
わ
さ
れ
て
お
り
、
特
に
政
府
参
考
人
で
あ
る
渡
辺
芳
樹
厚
生
労
働
省
年
金
局
長
の
説
明
は
、
日
歩
の
取
扱
い
を
め
ぐ
る
税

法
と
社
会
保
険
立
法
と
の
違
い
を
知
る
上
で
も
、
大
い
に
参
考
に
な
る
。

（

）
１０

（

）
１１

（

）
１２
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○
菊
田
委
員

…
…
今
回
、
与
党
は
、
こ
う
し
た
中
小
零
細
企
業
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
に
、
納
付
期
限
か
ら
三
カ
月
間
は
延
滞
金

利
率
を
国
税
と
同
じ
四
・
五
％
に
す
る
と
い
う
法
案
を
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
対
象
と
な
る
事
業
所
は
ど
れ
く
ら
い

と
見
込
ん
で
い
る
か
、
与
党
に
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
長
勢
議
員

先
生
か
ら
も
今
お
話
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
厚
生
年
金
保
険
料
を
滞
納
し
て
お
る
事
業
所
数
、
昨
年
の
九
月
末
で
約
十

六
万
五
千
件
と
い
う
ふ
う
に
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
今
ま
で
で
す
と
大
体
滞
納
期
間
が
六
カ
月
程
度
と
い
う
ふ
う
に
伺
っ
て
い
ま
す
の
で
、

そ
れ
の
半
分
の
三
カ
月
間
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
今
大
臣
か
ら
も
御
答
弁
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
景
気
状
況
に
よ
っ
て
こ
の
対
象
事
業
所
数
と
い
う
の
は
さ
ら
に
ふ
え
る
と
い

う
こ
と
も
あ
り
得
る
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

○
菊
田
委
員

私
は
、
今
回
こ
う
い
う
企
業
の
負
担
軽
減
を
図
っ
て
、
与
党
の
皆
さ
ん
が
大
変
御
苦
労
さ
れ
て
法
案
を
提
出
さ
れ
た
こ

と
は
非
常
に
評
価
し
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
、
こ
れ
ま
で
国
税
に
は
一
定
期
間
の
利
息
軽
減
措

置
が
あ
っ
た
の
に
、
厚
生
年
金
保
険
料
な
ど
社
会
保
険
料
に
な
か
っ
た
理
由
は
何
で
あ
る
か
、
政
府
に
お
伺
い
し
ま
す
。

○
渡
辺
政
府
参
考
人

お
答
え
申
し
上
げ
ま
す
。

御
承
知
の
と
お
り
、
現
在
の
厚
生
年
金
保
険
料
の
延
滞
金
の
仕
組
み
と
同
様
に
、
国
税
の
延
滞
税
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
戦

前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
国
税
で
こ
う
し
た
こ
と
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
の
は
、
も
う
明
治
四
十
四
年
に
さ
か
の
ぼ

る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
日
歩
三
銭
と
い
う
と
こ
ろ
で
ス
タ
ー
ト
し
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
ず
っ
と
、
昭
和
に
入
っ
て
、
昭

和
十
七
年
に
厚
生
年
金
保
険
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
と
き
も
国
税
と
並
ん
で
い
た
制
度
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

一
方
、
税
制
と
い
う
の
は
、
昭
和
二
十
五
年
に
、
御
承
知
の
よ
う
に
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
を
受
け
て
大
き
く
さ
ま
変
わ
り
い
た
し
ま
し

た
。
そ
の
際
に
、
従
来
あ
っ
た
こ
の
延
滞
金
、
国
税
に
お
け
る
延
滞
税
と
申
し
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
利
子
課
税
と
延
滞
加
算
課
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税
に
分
離
さ
れ
た
り
し
て
、
全
体
の
体
系
が
変
化
し
た
と
き
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
か
ら
社
会
保
険
と
道
が
少
し
分
か
れ
て
ま

い
り
ま
し
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
国
税
の
方
は
そ
う
い
う
二
つ
に
分
か
れ
た
税
が
ま
た
昭
和
三
十
七
年
に
現
在
の
延
滞
税
と
い
う
形

に
統
合
さ
れ
て
、
現
在
の
一
四
・
六
％
に
相
当
す
る
日
歩
四
銭
に
統
一
さ
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
パ
ー
セ
ン
ト
表
示
に
な
っ
た

の
が
昭
和
四
十
五
年
と
い
う
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
質
的
に
は
こ
の
昭
和
三
十
七
年
の
国
税
通
則
法
制
定
時
か
ら
現
在

の
姿
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
そ
の
昭
和
三
十
七
年
の
国
税
通
則
法
制
定
の
際
に
、
督
促
状
発
行
の
日
か
ら
十
日
を
経
過
し
た
日
前

の
期
間
分
に
つ
い
て
日
歩
二
銭
と
す
る
と
い
う
現
在
の
よ
う
な
体
系
が
生
ま
れ
始
め
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

た
だ
、
い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
国
税
は
い
ろ
い
ろ
な
税
制
改
革
の
中
で
そ
う
し
た
変
化
を
遂
げ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
厚
生
年

金
保
険
料
は
で
き
た
当
時
税
金
と
同
じ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
ま
ま
、
率
に
つ
い
て
は
合
わ
せ
て
き
て
い
ま
す
が
、
体
系

と
し
て
、
最
初
の
う
ち
は
軽
減
す
る
と
い
う
仕
組
み
を
と
ら
な
い
ま
ま
今
日
に
来
て
い
る
と
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

国
内
に
も
こ
の
一
四
・
六
％
な
い
し
は
一
四
・
五
％
と
い
う
延
滞
金
の
制
度
を
抱
え
て
い
る
法
律
が
数
十
本
に
上
り
ま
す
が
、
そ
の

中
で
、
と
り
わ
け
現
下
の
経
済
情
勢
を
加
味
し
て
、
社
会
保
険
、
労
働
保
険
の
中
で
今
回
特
別
な
措
置
を
講
じ
て
は
い
か
が
か
と
い
う

御
提
案
を
い
た
だ
い
て
い
る
も
の
と
理
解
を
し
て
お
り
ま
す
。

○
菊
田
委
員

そ
こ
で
与
党
に
お
伺
い
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
三
カ
月
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
せ
や
る
な
ら
、
も
っ
と
思
い
切
っ

て
負
担
軽
減
を
図
る
こ
と
は
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

○
長
勢
議
員

大
変
景
気
が
悪
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
中
小
零
細
企
業
で
は
保
険
料
の
お
支
払
い
、
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
は
延
滞

金
の
支
払
い
に
大
変
苦
労
さ
れ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
我
々
も
切
実
に
考
え
て
、
今
回
の
提
案
に
至
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

当
然
、
ど
う
せ
軽
減
す
る
の
な
ら
ず
っ
と
、
三
カ
月
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
や
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
意
見
も
な
か
っ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
従
来
か
ら
、
今
も
局
長
か
ら
答
弁
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
少
し
ち
ぐ
は
ぐ
し
て
い
た
点
が
あ
り
ま
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す
が
、
強
制
的
に
、
義
務
的
に
お
支
払
い
を
い
た
だ
く
税
金
、
保
険
料
は
似
た
性
格
の
も
の
と
思
い
ま
す
の
で
、
今
回
そ
こ
ま
で
踏
み

込
む
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
他
の
強
制
的
に
徴
収
す
る
全
体
の
問
題
も
議
論
し
な
き
ゃ
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
際
は
、
国

税
の
例
に
沿
っ
て
そ
こ
を
や
る
の
が
早
急
に
や
る
べ
き
こ
と
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
今
回
、
三
カ
月
と
国
税
に
倣
っ
た
改
正
に
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

仮
に
そ
れ
以
上
や
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
国
税
の
こ
と
も
含
め
て
も
っ
と
広
い
議
論
が
必
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

（
第
一
七
一
回
国
会
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
議
録
第
九
号
［
平
成
二
一
年
四
月
一
〇
日
］
に
よ
る
）

な
ぜ
、
労
働
保
険
に
つ
い
て
は
、
延
滞
利
息
を
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
（
日
歩
二
銭
）
と
す
る
軽
減
措
置
の
期
間
が
、
一
般
の
社
会

保
険
と
は
異
な
り
、
三
か
月
で
は
な
く
二
か
月
と
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
理
由
に
関
す
る
説
明
ま
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
質
問
を

行
っ
た
民
主
党
の
菊
田
真
紀
子
議
員
や
、
答
弁
に
立
っ
た
当
初
法
案
の
筆
頭
提
出
者
で
あ
る
長
勢
甚
遠
議
員
に
も
、
そ
う
し
た
違
い
が

法
案
で
は
設
け
ら
れ
て
い
た
と
の
認
識
は
な
か
っ
た
と
み
え
る
。

ち
な
み
に
、
本
法
「
施
行
に
よ
る
減
収
見
込
額
は
、
年
金
特
別
会
計
業
務
勘
定
及
び
労
働
保
険
特
別
会
計
徴
収
勘
定
に
お
い
て
、
合

計
で
平
年
度
約
四
十
億
円
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
事
業
主
の
負
担
軽
減
に
と
っ
て
、
必
要
に
し
て
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か

ど
う
か
。
そ
の
判
断
を
下
す
能
力
は
、
残
念
な
が
ら
筆
者
に
は
な
い
。

超
低
金
利
時
代
の
日
歩
四
銭

平
成
二
一
年
の
法
改
正
は
、
法
律
の
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ
う
に
、
文
字
ど
お
り
「
社
会
保
険
の
保
険
料
等
に
係
る
延
滞
金
を
軽
減

す
る
」
こ
と
に
目
的
が
あ
り
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
な
い
も
の
は
、
そ
の
対
象
外
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
延
滞
利
息
の
軽
減

（

）
１３
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措
置
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
法
令
の
一
つ
に
、
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
「
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」（
昭
和
五
一
年
五

月
二
七
日
法
律
第
三
四
号
、
以
下
「
賃
金
支
払
確
保
法
」
と
も
い
う
）
が
あ
る
。

（
退
職
労
働
者
の
賃
金
に
係
る
遅
延
利
息
）

第
六
条

事
業
主
は
、
そ
の
事
業
を
退
職
し
た
労
働
者
に
係
る
賃
金
（
退
職
手
当
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
全
部

又
は
一
部
を
そ
の
退
職
の
日
（
退
職
の
日
後
に
支
払
期
日
が
到
来
す
る
賃
金
に
あ
つ
て
は
、
当
該
支
払
期
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）
ま
で
に
支
払
わ
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
そ
の
支
払
を
す
る
日
ま
で

の
期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
退
職
の
日
の
経
過
後
ま
だ
支
払
わ
れ
て
い
な
い
賃
金
の
額
に
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン

ト
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
遅
延
利
息
と
し
て
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
賃
金
の
支
払
の
遅
滞
が
天
災
地
変
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
由
の
存
す
る
期
間
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。

そ
し
て
、
こ
れ
を
受
け
、
賃
金
支
払
確
保
法
施
行
令
（
昭
和
五
一
年
六
月
二
八
日
政
令
第
一
六
九
号
）
一
条
は
、
同
法
六
条
一
項
に

定
め
る
退
職
前
の
未
払
い
賃
金
に
係
る
遅
延
利
息
を
「
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
規
定
し
、
こ
れ
が
法
六
条
の
施
行
日
に
当
た
る

「
昭
和
五
一
年
一
〇
月
一
日
以
後
に
労
働
者
が
退
職
し
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
る
。

当
時
は
、
そ
の
直
前
（
昭
和
五
〇
年
）
ま
で
二
桁
台
の
賃
上
げ
が
続
く
（
表
３
─
１
を
参
照
）
と
い
う
状
況
に
あ
り
、
年
一
四
・
六

パ
ー
セ
ン
ト
（
日
歩
四
銭
）
と
い
う
遅
延
利
息
に
し
て
も
、「
高
す
ぎ
る
」
と
い
う
感
覚
は
な
か
っ
た
。

と
は
い
え
、
平
成
バ
ブ
ル
の
崩
壊
を
機
に
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
一
変
す
る
（
表
３
─
２
を
参
照
）。
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
と
い
う
言
葉
自

（

）
１４

（

）
１５

（

）
１６
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表３-１ 民間主要企業における春闘賃上げ状況の推移（昭和）

賃上げ率妥結額現行ベース年

１０.６３％３,１５０円２９,６３５円４０

１０.６０３,４０３３２,０９５４１

１２.４８４,３７１３５,０３７４２

１３.６５５,２９６３８,８００４３

１５.８４６,８６５４３,３３９４４

１８.５２９,１６６４９,５０３４５

１６.９３９,７２７５７,４５９４６

１５.３０１０,１３８６６,２４３４７

２０.０９１５,１５９７５,４４６４８

３２.８５２８,９８１８８,２０９４９

１３.０８１５,２７９１１６,７８３５０

８.８３１１,５９６１３１,３４９５１

８.７６１２,５３６１４３,１０９５２

５.８９９,２１８１５６,６１５５３

６.００９,９５９１６６,０２６５４

６.７４１１,６７９１７３,３２０５５

７.６８１４,０３７１８２,６９０５６

７.０１１３,６１３１９４,１５４５７

４.４０８,９６４２０３,６５５５８

４.４６９,３５４２０９,６１７５９

５.０３１０,８７１２１５,９９８６０

４.５５１０,１４６２２２,８６９６１

３.５６８,２７５２３２,１１８６２

４.４３１０,５７３２３８,４０９６３



労働法とその周辺（三）

（阪大法学）６０（４-51）769〔２０１０．１１〕

表３-２ 民間主要企業における春闘賃上げ状況の推移（平成）

賃上げ率妥結額現行ベース年

５.１７％１２,７４７円２４６,５４９円元

５.９４１５,０２６２５２,７５２２

５.６５１４,９１１２６４,０８２３

４.９５１３,６６２２７６,２７５４

３.８９１１,０７７２８４,４４４５

３.１３９,１１８２９１,６９４６

２.８３８,３７６２９６,００６７

２.８６８,７１２３０５,０６６８

２.９０８,９２７３０８,１０６９

２.６６８,３２３３１２,９１４１０

２.２１７,００５３１６,７４５１１

２.０６６,４９９３１５,３４７１２

２.０１６,３２８３１５,３５９１３

１.６６５,２６５３１６,３９９１４

１.６３５,２３３３２１,３０８１５

１.６７５,３４８３１９,７８８１６

１.７１５,４２２３１６,９４０１７

１.７９５,６６１３１６,７２３１８

１.８７５,８９０３１４,９１０１９

１.９９６,１４９３０８,９４８２０

１.８３５,６３０３０７,９９１２１

１.８２５,５１６３０３,１５１２２

出所）厚生労働省「平成２２年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」に

ついて（平成２２年７月３０日発表、第２表を一部加工）（以上、表３-１お

よび表３-２に共通）。



体
が
も
は
や
死
語
と
化
し
、
い
わ
ゆ
る
定
期
昇
給
分
を
確
保
す
る
の
が
や
っ
と
、
と
い
う
時
代
を
わ
が
国
は
迎
え
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
賃
金
支
払
確
保
法
六
条
一
項
が
年
一
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
定
め
る
遅
延
利
息
に
つ
い
て
は
、
そ
の
起
算
日
が
「
退
職

の
日
の
翌
日
」
と
さ
れ
て
お
り
、
在
職
中
の
賃
金
に
未
払
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
賃
金
の
支
払
日
の
翌
日
か
ら
「
退
職
の
日
」
ま
で

の
遅
延
利
息
に
つ
い
て
は
同
項
の
適
用
を
受
け
ず
、
年
六
分
ま
た
は
年
五
分
の
法
定
利
率
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
賃
金
支
払
確
保
法
六
条
二
項
の
規
定
を
受
け
、
同
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
一
年
六
月
二
八
日
労
働
省
令
第
二
六
号
）
六
条
は
、

年
一
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
遅
延
利
息
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
を
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
お
り
、
事
業
主
に
対
す
る
あ
る
程
度
の
配
慮

は
な
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

（
遅
延
利
息
に
係
る
や
む
を
得
な
い
事
由
）

第
六
条

法
第
六
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

天
災
地
変

二

事
業
主
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
、
又
は
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
略
）
第
二
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
。

三

法
令
の
制
約
に
よ
り
賃
金
の
支
払
に
充
て
る
べ
き
資
金
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
こ
と
。

四

支
払
が
遅
滞
し
て
い
る
賃
金
の
全
部
又
は
一
部
の
存
否
に
係
る
事
項
に
関
し
、
合
理
的
な
理
由
に
よ
り
、
裁
判
所
又
は
労
働
委

員
会
で
争
つ
て
い
る
こ
と
。

五

そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
準
ず
る
事
由

（

）
１７

（

）
１８

（

）
１９
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た
だ
、
起
算
日
が
「
退
職
の
日
の
翌
日
」
に
な
る
と
は
い
っ
て
も
、「
判
決
確
定
の
日
の
翌
日
」
が
起
算
日
と
な
る
付
加
金
（
労
働

基
準
法
一
一
四
条
）
と
は
異
な
り
、
裁
判
が
長
引
け
ば
、
そ
れ
だ
け
遅
延
利
息
が
か
さ
む
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
ま
た
、「
そ
の
他
前

各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
準
ず
る
事
由
」
等
、
施
行
規
則
に
掲
げ
る
適
用
除
外
事
由
は
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
解
釈
を
許
容
し
て
い
る
よ
う
に

も
読
め
る
が
、
解
釈
運
用
の
実
際
は
必
ず
し
も
柔
軟
な
も
の
で
は
な
い
。

思
う
に
、
遅
延
利
息
と
は
遅
延
損
害
金
と
同
義
で
あ
り
、
そ
の
本
来
の
意
義
は
、
支
払
い
の
遅
延
に
よ
っ
て
被
る
損
害
を
琢
補
す
る

こ
と
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
超
低
金
利
時
代
と
い
わ
れ
る
今
日
、
こ
う
し
た
制
度
本
来
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、

現
行
法
令
に
定
め
る
延
滞
・
遅
延
利
息
に
は
、
大
い
に
問
題
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
右
に
み
た
賃
金
支
払
確
保
法
を
含
め
、

法
制
度
の
全
般
的
見
直
し
が
必
要
と
い
え
よ
う
。

（
１
）

以
上
、
引
用
は
、
年
利
建
て
移
行
法
の
国
会
に
お
け
る
提
案
理
由
説
明
に
よ
る
。
た
と
え
ば
、
中
川
一
郎
大
蔵
政
務
次
官
は
、
第
六
三
回

国
会
衆
議
院
大
蔵
委
員
会
（
昭
和
四
五
年
三
月
二
〇
日
）
に
お
い
て
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
（
会
議
録
第
一
四
号
を
参
照
）。

○
中
川
政
府
委
員

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
利
率
等
の
表
示
の
年
利
建
て
移
行
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
の
理
由
及
び

そ
の
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

御
承
知
の
と
お
り
、
わ
が
国
に
お
き
ま
し
て
は
、
金
利
の
表
示
に
つ
き
ま
し
て
、
主
と
し
て
日
歩
建
て
と
年
利
建
て
と
の
二
つ
が
併
用
さ
れ

て
お
り
、
表
示
方
法
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
国
民
的
能
率
の
観
点
か
ら
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
、

最
近
に
お
け
る
経
済
及
び
国
民
生
活
の
著
し
い
国
際
化
の
動
き
に
即
応
す
る
た
め
に
も
、
国
際
慣
行
に
合
っ
た
金
利
表
示
方
式
を
整
え
る
必
要

が
強
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
、
先
般
、
公
定
歩
合
の
年
利
建
て
移
行
が
実
施
さ
れ
た
機
会
に
、
金
融
界
に
お
き
ま
し
て
は
、
各
金
融
機
関
の

貸
し
出
し
金
利
等
の
表
示
が
一
斉
に
年
利
建
て
に
改
め
ら
れ
、
引
き
続
き
預
金
金
利
に
つ
き
ま
し
て
も
、
近
く
全
面
的
に
年
利
建
て
に
移
行
す

る
た
め
、
そ
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
本
年
四
月
以
降
に
お
き
ま
し
て
は
、
各
金
融
機
関
の
適
用
金
利
が
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
年
利
建
て

（

）
２０

（

）
２１
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に
統
一
さ
れ
る
見
通
し
で
あ
り
ま
す
。

政
府
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
際
進
ん
で
法
令
等
の
規
定
に
お
け
る
利
率
等
の
表
示
を
年
利
建
て
に
統
一
す
る
こ
と
に
よ
り
、

年
利
建
て
表
示
の
一
そ
う
の
普
及
、
定
着
を
は
か
る
方
針
を
固
め
、
こ
こ
に
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
こ
と
と
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

（
２
）

第
六
三
回
国
会
衆
議
院
大
蔵
委
員
会
（
昭
和
四
五
年
三
月
二
七
日
）
に
お
け
る
日
本
社
会
党
の
堀
昌
雄
議
員
の
発
言
か
ら
引
用
（
会
議
録

第
一
七
号
を
参
照
）。

（
３
）

当
時
の
法
律
名
。
内
容
は
、
現
行
の
「
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
等
に
関
す
る
法
律
」
に
同
じ
。

（
４
）

た
と
え
ば
、
利
率
が
年
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
れ
ば
、
複
利
で
計
算
す
る
と
、
七
年
強
（
七
・
二
七
年
）
で
倍
に
な
る
。
そ
ん
な
計
算
を

当
時
は
よ
く
し
て
い
た
。

（
５
）

た
と
え
ば
、
注（
１
）の
提
案
理
由
説
明
に
続
く
、
中
川
政
府
委
員
に
よ
る
法
案
の
内
容
説
明
を
参
照
。

（
６
）

た
だ
し
、
現
行
法
令
に
は
、
日
歩
二
銭
に
相
当
す
る
利
率
を
「
年
七
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
」（
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保

に
関
す
る
法
律
、
同
法
施
行
令
）
ま
た
は
「
年
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
」（
貸
金
業
法
施
行
規
則
ほ
か
三
省
令
）
と
定
め
る
も
の
も
あ
る
。
以
上
、

総
務
省
「
法
令
デ
ー
タ
提
供
シ
ス
テ
ム
」
の
検
索
結
果
に
よ
る
。
以
下
、
表
１
に
同
じ
。

（
７
）

適
用
事
業
の
範
囲
を
五
人
未
満
の
労
働
者
を
雇
用
（
使
用
）
す
る
事
業
に
ま
で
拡
大
し
、
そ
の
全
面
適
用
を
図
る
も
の
。「
失
業
保
険
法

及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
昭
和
四
四
年
一
二
月
九
日
法
律
第
八
三
号
）
に
よ
る
。

（
８
）

な
お
、
昭
和
二
三
年
お
よ
び
二
四
年
は
第
一
銀
行
の
初
任
給
に
よ
り
、
昭
和
三
七
年
は
都
市
銀
行
に
ほ
ぼ
共
通
す
る
大
卒
初
任
給
に
よ
る
。

『
戦
後
値
段
史
年
表
』
六
一
頁
を
参
照
。

（
９
）

昭
和
二
三
年
に
四
・
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
も
の
が
、
三
二
年
に
は
五
・
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
ま
で
上
昇
。
し
か
し
、
昭
和
三
六
年

に
は
ま
た
五
・
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
ま
で
低
下
し
て
い
た
。
前
掲
書
一
四
四
頁
を
参
照
。

（

）

引
用
は
、
第
一
七
一
回
国
会
に
当
初
、
議
員
立
法
と
し
て
提
出
さ
れ
た
法
案
に
付
記
さ
れ
た
提
案
「
理
由
」
に
よ
る
。

１０
（

）

引
用
は
、
第
一
七
一
回
国
会
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
（
平
成
二
一
年
四
月
一
七
日
）
に
お
い
て
、
田
村
憲
久
委
員
長
が
行
っ
た
起
草
案

１１の
説
明
に
よ
る
（
会
議
録
第
一
一
号
を
参
照
）。

（

）

な
お
、
第
一
七
一
回
国
会
で
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
法
案
（
衆
法
第
二
五
号
）
も
、
委
員
長
提
出
に
な
る
法
案
と
し
て
、
委
員
会
に
お
け
る

１２審
査
が
省
略
さ
れ
て
い
る
（
同
法
は
、
平
成
二
一
年
五
月
二
〇
日
法
律
第
一
〇
号
と
し
て
公
布
）。
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（

）

引
用
は
、
第
一
七
一
回
国
会
に
当
初
、
議
員
立
法
と
し
て
提
出
さ
れ
た
法
案
に
付
記
さ
れ
た
「
本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
」
に
よ
る
。

１３
（

）

な
お
、
こ
の
よ
う
に
し
て
延
滞
利
息
の
軽
減
措
置
の
対
象
外
と
さ
れ
た
法
令
は
、
賃
金
支
払
確
保
法
を
含
め
、
表
１
下
欄
に
掲
げ
る
法
令

１４の
う
ち
一
二
件
（
３
、
４
、
６
、

、

、

、

、

、

、

、

お
よ
び

）
を
数
え
る
も
の
と
な
っ
た
（
以
上
、
従
来
か
ら
同
様
の

１０

１４

１６

２２

２４

２６

２７

２８

３１

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
税
法
関
係
を
除
く
。
法
律
お
よ
び
政
省
令
は
一
件
と
カ
ウ
ン
ト
）。
ま
た
、
表
１
上
覧
に
掲
げ
る
法
令
に
つ
い
て
は
、

独
禁
法（
１
）を
除
き
、
こ
の
よ
う
な
軽
減
措
置
は
ま
っ
た
く
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

（

）

な
お
、
退
職
労
働
者
の
賃
金
に
関
す
る
遅
延
利
息
が
年
一
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
定
め
ら
れ
た
の
は
、「
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法

１５に
お
け
る
下
請
代
金
に
係
る
遅
延
利
息
が
年
一
四
・
六
％
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
他
の
同
種
の
遅
延
利
息
の
率
を
考
慮
し
て
定
め
た
も
の
」
と

さ
れ
て
い
る
。
五
十
畑
明
（
労
働
省
労
働
基
準
局
賃
金
部
長
）
著
『
賃
金
支
払
確
保
法
の
解
説
』（
労
務
行
政
研
究
所
、
平
成
八
年
）
一
八
三

頁
を
参
照
。
た
だ
し
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
自
体
は
、
四
条
の
二
に
お
い
て
「
親
事
業
者
は
、
下
請
代
金
の

支
払
期
日
ま
で
に
下
請
代
金
を
支
払
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
下
請
事
業
者
に
対
し
、
下
請
事
業
者
の
給
付
を
受
領
し
た
日
（
役
務
提
供
委
託
の

場
合
は
、
下
請
事
業
者
が
そ
の
委
託
を
受
け
た
役
務
の
提
供
を
し
た
日
）
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
支
払
を
す
る
日
ま
で
の

期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
未
払
金
額
に
公
正
取
引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
遅
延
利
息
と
し
て
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
具
体
的
な
定
め
は
「
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ

る
遅
延
利
息
の
率
を
定
め
る
規
則
」（
昭
和
三
七
年
五
月
一
五
日
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

（

）

な
お
、
表
３
─
１
お
よ
び
表
３
─
２
に
い
う
「
民
間
主
要
企
業
」
と
は
、
平
成
一
五
年
ま
で
は
原
則
と
し
て
東
証
ま
た
は
大
証
一
部
上
場

１６企
業
の
う
ち
資
本
金
二
〇
億
円
以
上
か
つ
従
業
員
数
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
労
働
組
合
が
あ
る
企
業
を
、
平
成
一
六
年
以
降
は
原
則
と
し
て
資
本

金
一
〇
億
円
以
上
か
つ
従
業
員
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
労
働
組
合
が
あ
る
企
業
を
指
す
（
昭
和
五
四
年
以
前
は
単
純
平
均
、
昭
和
五
五
年
以
降
は

加
重
平
均
）。

（

）

現
行
ベ
ー
ス
と
な
る
賃
金
が
、
平
成
一
六
年
以
降
、
一
貫
し
て
減
少
を
続
け
て
い
る
こ
と
（
表
３
─
２
を
参
照
）
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

１７現
状
は
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
ベ
ー
ス
ダ
ウ
ン
が
進
行
し
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
。

（

）

前
掲
注（

）『
賃
金
支
払
確
保
法
の
解
説
』
一
八
四
頁
以
下
を
参
照
。
た
だ
し
、
こ
の
点
を
誤
解
し
た
裁
判
例
も
な
く
は
な
い
。
一
例
と
し

１８

１５

て
、
フ
ジ
興
産
事
件
＝
大
阪
地
判
平
成
一
二
・
四
・
二
八
労
経
速
報
一
八
五
九
号
一
〇
頁
（
未
払
い
と
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
賃
金
支
払
日
の
翌

日
を
、
年
一
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
遅
延
利
息
の
起
算
日
と
す
る
）
を
参
照
。

労働法とその周辺（三）

（阪大法学）６０（４-55）773〔２０１０．１１〕



（

）

た
と
え
ば
、
労
働
保
険
徴
収
法
二
七
条
五
項
も
「
労
働
保
険
料
を
納
付
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

１９る
と
き
」（
五
号
）
に
は
、
延
滞
金
を
徴
収
し
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
具
体
化
し
た
定
め
は
、
同
法
の
付
属
政
省
令
に
は
設
け

ら
れ
て
お
ら
ず
、「『
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
』
と
は
、
天
災
地
変
等
不
可
抗
力
に
よ
り
や
む
な
く
滞
納
し
た
も
の

と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
を
い
い
、
当
該
事
業
の
不
振
又
は
金
融
事
情
等
の
経
済
的
事
由
に
よ
っ
て
保
険
料
等
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
は
、

『
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
』
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」（
昭
和
六
二
年
三
月
二
六
日
労
徴
発
第
一
九
号
）
と
す
る
、
行
政
解
釈
が
示
さ
れ
る

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
労
務
行
政
研
究
所
編
『
改
訂
新
版

労
働
保
険
徴
収
法
』（
労
務
行
政
、
平
成
二
一
年
）
四
七
九
頁
を
参
照
。

（

）

な
お
、
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
前
掲
注（

）『
賃
金
支
払
確
保
法
の
解
説
』
一
八
八
頁
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

２０

１５

賃
金
支
払
確
保
法
施
行
規
則
六
条
五
号
に
い
う
「
そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
準
ず
る
事
由
」
と
は
、「
事
業
主
が
［
二
号
］
に
掲
げ
る

事
由
に
は
該
当
し
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
倒
産
状
態
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
上
の
倒
産
手
続
を
と
ら
ず
に
私
的
に
会
社
再
建

又
は
会
社
清
算
の
た
め
債
権
者
会
議
を
開
催
し
て
い
る
と
い
っ
た
状
態
に
あ
る
こ
と
そ
の
他
事
業
主
が
誠
実
な
努
力
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、

賃
金
の
支
払
に
充
て
る
べ
き
資
金
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
賃
金
の
額
等
の
計
算
誤
り
そ
の
他
賃
金
の
支
払
に
関
す
る
事
務
処
理

上
の
過
誤
に
よ
り
、
過
少
に
賃
金
を
支
払
い
、
か
つ
、
本
来
支
払
う
べ
き
額
と
現
実
に
支
払
わ
れ
た
額
と
の
差
額
に
つ
い
て
権
利
者
か
ら
請
求

が
な
か
っ
た
こ
と
等
を
い
う
も
の
で
あ
る
」。

つ
ま
り
、
同
条
四
号
に
定
め
る
「
支
払
が
遅
滞
し
て
い
る
賃
金
の
全
部
又
は
一
部
の
存
否
に
係
る
事
項
に
関
し
、
合
理
的
な
理
由
に
よ
り
、

裁
判
所
又
は
労
働
委
員
会
で
争
つ
て
い
る
こ
と
」
を
拡
張
す
る
よ
う
な
解
釈
運
用
は
、
最
初
か
ら
想
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

以
上
の
ほ
か
、
賃
金
支
払
確
保
法
六
条
一
項
所
定
の
「
遅
延
利
息
の
規
定
は
、
強
行
規
定
と
解
さ
れ
る
の
で
、
労
使
の
特
約
に
よ
り
、
こ
の

規
定
が
適
用
さ
れ
る
賃
金
に
つ
い
て
、
年
一
四
・
六
％
よ
り
低
い
率
の
遅
延
利
息
を
支
払
う
こ
と
を
定
め
て
も
無
効
」（
前
掲
書
一
八
三
頁
）

と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
民
法
四
一
九
条
一
項
を
併
せ
参
照
）
に
注
意
。
た
だ
、
退
職
者
と
在
職
者
の
双
方
に
つ
い
て
、
同
一
期
間
に
お
け
る

賃
金
の
未
払
い
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
こ
れ
を

─
裁
判
所
の
力
を
借
り
ず
に

─
も
っ
ぱ
ら
労
使
間
の
話
合
い
で
解
決

し
よ
う
と
す
る
場
合
、
退
職
し
て
い
る
か
在
職
し
て
い
る
か
と
い
う
違
い
だ
け
で
、
遅
延
利
息
の
取
扱
い
に
差
を
設
け
る
こ
と
は
、
実
務
上
も

難
し
い
（
お
そ
ら
く
在
職
者
が
納
得
し
な
い
）
と
い
う
問
題
は
あ
る
。
ま
た
、
退
職
者
が
原
告
と
な
る
こ
と
が
多
い
、
未
払
い
の
残
業
手
当
の
支

払
い
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
お
い
て
、
年
一
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
遅
延
利
息
が
当
然
の
よ
う
に
請
求
さ
れ
る
と
い
う
の
も
、
問
題
と
い
え
る
。
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（

）

年
五
分
の
民
事
法
定
利
率
（
民
法
四
〇
四
条
）
で
す
ら
、
こ
の
超
低
金
利
時
代
に
あ
っ
て
は
、
遅
延
損
害
金
（
遅
延
利
息
）
本
来
の
趣
旨

２１を
逸
脱
し
て
い
る
、
と
い
え
な
く
も
な
い
。
そ
の
約
三
倍
に
も
な
る
日
歩
四
銭
な
ど
常
軌
を
逸
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
素
朴
な
国
民
感
情
と

い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
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